
お問合せ ⼩清⽔町役場 建設課建設係 TEL：0152‐62‐4475 受付時間 8：45〜17：30

対象⼯事

助成⾦額

対象者

助成⾦交付までの流れ

壁掛け型や天井埋込型のルームエアコンの製品本体・取付⼯事など設置に要する⼯事
※ただし、次に掲げるものは除きます
・既設エアコンの撤去に係る⼯事
・移動式（スポットクーラーなど）、窓枠設置式のエアコン
・中古品（移設含む）

助成⾦の⾦額は対象⼯事費（税別）の２分の１とし、上限は次のとおりです
・町内業者：上限５万円
（町内業者は⼩清⽔町商⼯会の会員で町内に独⽴した事業所を営む者）
・町外業者：上限４万円

助成⾦の対象者は、次に定める要件を満たす⽅です
・⼩清⽔町内に所有する住宅⼜は賃貸住宅等に居住する⽅で設置後も移住を続ける⽅
（ただし、事業所等は除く）
・町税等を滞納していない⽅

ー猛暑でも⾃宅を安全で快適にー

助成⾦の
交付決定
役場

申請者 申請者

役場

⼯事着⼿ ⼯事完了報告書
兼請求書の提出

助成⾦の
決定通知・交付

夏に向けて対策しませんか？

申請者申請者

業者の選定
⾒積書の徴収 申請書の提出

※申請の受付は、令和８年４⽉１⽇からとなります。

（１）賃貸住宅等の場合は貸主の承諾が必要です
（２）店舗など併⽤住宅の場合は住宅部分に設置するものに限ります
（３）本助成⾦事業の期間内で１世帯１台分１回限りの⼯事が対象です


